
税務上の取扱いが高度化・複雑化する中、多くの税理士が研修会やセミナーに参加し、

日々の自己研さんに努めている。こうした中、東京税理士会（神津信一会長）では、

インターネットを活用したライブ配信研修を開催。都内４８支部および東北６県に

配信された今回の取り組みは、新しい研修スタイルを確立する大きな一歩となった。

日本税理士会連合会や各税理士

会では、会員に向けて様々な研修

会を開催しているが、東京税理士

会（東京会）では多くの会員に受

講してもらうため、研修会場とし

て２千人ほど収容できる大きな施

設を利用している。

だが、東京会の会員は２万人超。

すべての会員に研修受講機会を提

供するには、収容人数が限られる

「集合型研修」だけでは限界があ

る。そこで、研修会の模様を録画

し、それをＤＶＤやインターネッ

トで配信する「マルチメディア研

修」を導入しているが、このほど、

新しい研修スタイルを開始した。

研修会の模様を生中継する「ライ

ブ配信研修」だ。

ライブ配信の実現に向けて、東

京会の研修部では、すでに会計人

向けにライブ配信を展開している

企業や団体を訪問してヒアリング

を実施。また、テスト配信を繰り

返して画像や音声を確認するな

ど、本番に向けて準備を進めてき

た。

そして、３月２２日の午後２時、

ライブ配信研修がスタート。当日

は、平川忠雄税理士が「税制改正

法案を読む」をテーマに解説した。

実際の研修会は、東京税理士会館

の地下１階会議室で行われ、その

模様を２００人ほど収容できる２階

の大会議室に配信。地下１階の研

修模様が大きな３つのスクリーン

に映し出された（写真）。

さらに、今回の研修会は、東京

会４８支部の事務局にも生中継で配

信されたほか、東北税理士会の研

修事業を支援するため、東北の各

県連にも配信。場所と距離の壁を

超え、多くの税理士が同じ時間に

同じ内容の研修会を受講した。

ライブ配信研修のメリットにつ

いて、東京会研修部長の原稔税理

士は、「研修模様は生中継で配信

されますので、実際に研修会に参

加している緊張感があり、講師の

言葉を聞き逃してはいけないとい

う気持ちが生まれます」と指摘す

る。また、「今回は、ひとつの会

場から情報を発信していますが、

テレビ会議のように双方向で情報

を配信できるシステムを整えるこ

とで、離れた場所の方々によるパ

ネルディスカッションなども企画

できるでしょう。将来的には各自

のパソコンでライブ研修を受講で

きる仕組みを整えていきます。そ

れが実現すれば、事務所職員を対

象とした一斉研修を開催すること

もできます。ライブ配信研修には

多くの可能性があります」と語る。

一方、ライブ配信研修の開催は、

次の税理士法改正案に盛り込まれ

た�研修の義務化�に対する受け

皿作りという側面もある。平成１３

年の税理士法改正で「研修に関す

る努力義務」に関する事項が創設

され、日税連や各税理士会では研

修内容の充実と研修機会の増大に

向けて取り組んでいるが、研修受

講時間の努力目標「年間３６時間」

の達成率は極めて低いのが実情

だ。

研修が義務化されれば、受講者

がこれまで以上に増加するのは間

違いない。日税連では、年間の受

講時間も含めて、今後の研修のあ

り方について議論を進めている

が、会員２万人超の東京会として

も、研修の環境整備への対応は大

きな課題となっており、その施策

のひとつが今回のライブ配信研修

というわけだ。

また、東京会では会員研修を充

実させるため、独自の『研修セン

ター』の構築に向けて動き出して

いる。現時点では構想段階だが、

研修会を収録できるスタジオ型の

会場整備などを検討しており、物

件の視察も進めているという。同

時に、公認会計士協会を訪問し、

研修の義務化に対する取り組みに

ついてヒアリングを行うなど、今

後の研修運営について研修部を中

心に議論を重ねている。

研修会に参加したくても、会場

までの距離や諸事情で諦めなけれ

ばならないケースもある。研修の

義務化の行方も気になるところだ

が、いずれにしても今回のライブ

研修は、会員の期待に応える主流

の研修スタイルとなりそうだ。

�株日税ビジネスサービスが主催

する税理士先生を対象としたセミ

ナー『日税フォーラム』。毎回、

会場には多くの受講者が集まり、

活気溢れるセミナーが行われてい

ますが、遠方の先生などからライ

ブ配信研修を求める声が寄せられ

ていました。そこで、�株日税ビジ

ネスサービスでは、今年１月から

『日税フォーラム』の研修模様を

インターネットで生中継するライ

ブ配信研修をスタートしました。

ライブ配信研修のニーズは非常

に高く、４月１８日に開催した「こ

うすれば顧問先の倒産を救え

る！」と題したセミナーでは、募

集から間もなく予定配信数に達

し、中には会場への参加を希望し

たものの、満員のために受講でき

ず、滑り込みでライブ配信研修を

申し込まれた先生もいました。

これまで日税フォーラムのライ

ブ配信研修は６回開催されていま

すが、受講者にアンケートを行っ

たところ、「（会場までの）時間と

往復の飛行機代をかけて参加する

ことを思えば、ライブ配信研修は

非常に助かります」、「動画配信は

３回受講しましたが、１回目に比

べて画像や音声、受講手段の段取

りも格段に良くなっています」、

「セミナー会場までの時間的なロ

スを考えると、日税ビジネスサー

ビスの動画配信は非常に重宝して

います」といった声が多く寄せら

れています。

なお、日税フォーラム（会場研

修ならびにライブ配信研修）の

近々のスケジュールは次のとおり

です。「Ｍ＆Ａにおける企業価値

評価」（５月１０日）、「税理士先生

に知ってほしい 税務訴訟・脱税

事件・税理士過誤訴訟の基礎知識」

（５月１７日）、「公益法人の消費税

～特定収入から公益法人制度改革

まで～」（５月２１日）、「国際税務

・法人編」（５月２３日）。

『日税フォーラム』ならびにラ

イブ配信研修の詳細は、�株日税ビ

ジネスサービスのホームページで

ご覧になれます。
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（１）適用を忘れても救済される

確定申告書に特例の適用を記載

し、かつ、一定書類を添付するこ

とが要件となる措置を『当初申告

要件』という。平成２３年１２月２日

以後に申告期限が到来するものか

ら一部の措置は当初申告要件を、

求めないこととなった。

これは、更正の請求期限と、増

額更正期間が５年に延長されたこ

とに伴う措置と説明されている

（平成２３年度税制改正大綱）。

当初申告要件が廃止された措置

は、�１所得税法において純損失の

繰越控除など６項目、�２法人税法

において受取配当等の益金不算入

など１２項目、�３相続税法において

配偶者に対する相続税額の軽減な

ど３項目である。

改正された措置は、各本法ある

いは本法施行令に当初申告要件が

規定されていたものである。租税

特別措置法に規定されている特例

は含まれておらず、特別償却など

の適用は引き続き当初申告要件が

求められる。

これは、�１特別償却などインセ

ンティブ措置、�２各種引当金など

利用するかしないかで、有利にも

不利にもなる操作可能な措置は、

緩和しないという考え方からであ

る（平成２３年度税制改正大綱）。

さらに、受取配当等の益金不算

入など法人税法の５項目と、所得

税の青色申告特別控除について

は、これまでは確定申告書に記載

した金額が適用額の限度とされて

いたところ、改正により適用額を

増額させる更正の請求も可能とな

った。

これまで、自己株式の取得など

により生じたみなし配当に対し

て、受取配当等の益金不算入と所

得税額控除の別表記載を失念した

事例を伝聞したことがあるが、今

後は救済される。

（２）税額控除漏れも救済される

これまで措置法による税額控除

は、確定申告書に記載された額を

限度とされていた。たとえば、修

正申告等により本税額が増加し、

税額控除の枠が広がったとして

も、税額控除額を増額させること

はできなかった。

しかし、平成２３年１２月２日以降

に申告期限が到来するものから、

措置法に定める７項目の税額控除

に関して、本税額が増加するなど

控除枠が広がった場合には、税額

控除も増加することとなった。

ただし、税額控除の適用は引き

続き当初申告要件が求められ、ま

た、試験研究費や資産の取得価額

など、税額控除の基礎となる特定

の項目は修正できないので、税額

控除の救済は、限定的といえる。

（３）なぜ改正されたのか

当初申告要件等の緩和は、更正

の請求期限の延長に伴う措置とさ

れているが、それならばなぜ、緩

和措置を限定したのであろうか。

たとえば、相続時精算課税を選

択している者が、前年以前の特別

控除の未使用額があったとして

も、確定申告書にその記載をしな

ければ未使用額は適用できず、引

き続き当初申告記載額要件が求め

られる（相法２１の１２�２）。

また、税務判断の選択替えは認

めないのが税法の大原則だが、法

人の確定申告において、税額控除

せずに損金とした所得税額は、更

正の請求で税額控除に乗り換える

ことが可能という。

当初申告要件の緩和は、納税者

にとってはありがたいが、その理

由と範囲について疑問符が残る改

正である。

（１）更正の請求期限が５年に延長

平成２３年１２月改正で、国税の更

正の請求期限が５年（贈与税は６

年）に延長された。法定申告期限か

ら１年に限っていたことに比べて

大幅な延長だ。この改正は、平成

２３年１２月２日以後に法定申告期限

が到来するものから適用される。

具体的には、所得税・贈与税な

ら平成２３年分、法人税なら平成２３

年１０月決算法人、相続税なら平成

２３年２月２日相続開始から対象と

なる。修正申告・期限後申告をした

場合でも、期限内申告期限から５

年以内なら更正の請求が可能だ。

（２）改正前でも救済あり

改正内容は、事実上、遡及して

適用される。平成２３年１２月１日以

前に法定申告期限が到来する国税

についても更正の申出書の提出を

認める。申出書の様式は、国税庁

のホームページから入手できる。

ただし、申出書の提出により更正

の請求ができる期間は、法定申告

期限から３年とされており、改正

法より請求可能な期限は２年短い

ので、その部分は従来の嘆願で対

応することになる。また、申出書

の提出は、根拠法のない救済制度

のため、申し出が認められなくて

も、異議申立はできない。

（３）実務への影響は

改正により過去５年間にわたり

減額更正が認められることは、実

務家にとっても大きな影響を与え

るだろう。ミスの大小にかかわら

ず、たった１年しか是正のチャン

スが与えられなかった従来の取扱

いとは雲泥の差である。一方で、

減額更正期限の延長に連動して、

増額更正の期限も原則３年から５

年に延長された。これにより、税

務調査の対象期間も従来の３年か

ら５年に延びると想定される。そ

うなると、修正申告になった場合

に納める増差税額や延滞税も、３

年分から５年分に増える分だけ増

加する。

（４）更正の請求と当初申告要件廃

止を合わせると…？

更正の請求の期間延長ととも

に、一部の規定について当初申告

要件および限度額の制限が廃止さ

れた。たとえば、受取配当等の益

金不算入は、改正前なら当初申告

書に記載された金額の範囲内でし

か認められなかったのが、今後は、

とりあえず申告書を提出しておけ

ば、後出しでも認められる。また、

更正の請求期間が５年間に延長さ

れたことを合わせると、暫定的に

期限内申告書を提出しておけば、

事実上、申告期限を５年間に延長

させる結果となる。

（１）住宅取得等資金贈与の非課税

措置の改正

父母や祖父母などの直系尊属か

ら住宅取得等資金の贈与を受けた

場合、贈与税には非課税措置が用

意されてきた。平成２２年中の贈与

なら１５００万円、平成２３年中の贈与

なら１０００万円まで贈与税が課され

ないものとされていた。

これには、幾つかの要件が課さ

れている。まず、贈与を受けた年

の翌年３月１５日までに住宅用家屋

の新築や取得、もしくは１００万円

以上の増改築等にその資金を充て

ることと、同日まで家屋を自己の

居住の用に供するか、同日後に遅

滞なく居住の用に供することが確

実であると見込まれなくてはなら

ない。

さらに、受贈者については、贈

与を受けた年の１月１日時点で２０

歳以上であることと、贈与を受け

た年の合計所得金額が２０００万円以

下であることが要件とされる。対

象となる住宅用家屋については、

床面積が５０�以上であることが要

件とされている。

従来は土地の贈与資金は住宅と

土地の同時取得の場合に限ってい

たが、平成２３年分の贈与からは、

住宅の新築等に先行して敷地用の

土地を取得する場合も、この制度

の対象となっている。

ただし、その場合でも居住の用

に供する時期の制限が掛かること

になる。この住宅取得等資金の贈

与制度についても、平成２４年度改

正で手当がなされている。対象家

屋が省エネルギー性や耐震性を備

えているかどうかで、非課税枠に

差を設けている。

省エネルギー性や耐震性を備え

た良質な家屋の場合、平成２４年１

月１日から平成２６年１２月３１日まで

の住宅取得等資金の贈与について

は、平成２４年、２５年、２６年中の贈

与について、それぞれ１５００万円、

１２００万円、１０００万円まで贈与税が

課されない。省エネルギー性や耐

震性を備えていない一般の住宅の

場合は、平成２４年、２５年、２６年中

の贈与について、それぞれ１０００万

円、７００万円、５００万円まで贈与税

が課されない。

平成２４年度改正では、対象とな

る住宅用家屋の床面積について、

従来なかった制限が課される点、

注意が必要だ。従来の床面積が

５０�以上要件に加え、２４０�以下

基準が加わる。ただし、東日本大

震災の被災者については、２４０�
以下とする制限はない。

（２）住宅取得等資金贈与の非課税

措置における震災特例創設

東日本大震災により住宅用家屋

が滅失等した者や原発警戒区域内

に住宅用家屋が所在する者につい

ては、（１）との選択適用で、別途、

震災特例が用意されている。直系

尊属より住宅取得等資金の贈与を

受けた場合、平成２６年１２月３１日ま

では１０００万円まで贈与税が課され

ない。ただし、省エネルギー性、

耐震性を備えた良質な住宅用家屋

の場合は、１５００万円まで贈与税が

課されないことになる。

（３）相続時精算課税の特例措置の

延長

住宅取得等資金が（１）または

（２）の非課税限度額を超える場

合、課税部分については、暦年課

税を使うことも、相続時精算課税

制度を選択することもできる。住

宅取得等資金の贈与については、

一般の相続時精算課税制度と異な

り、贈与者の年齢を６５歳以上とす

る要件は課されないが、両親から

の贈与のみが対象とされており、

祖父母からの贈与には適用がな

い。

この相続時精算課税の特例措置

は、平成２４年度改正により、平成

２６年１２月３１日まで３年間延長され

た。

３

◆当初申告要件の廃止
～平成２３年１２月改正�２～ 解説：佐々木克典 税理士

◆更正の請求期限の延長
～平成２３年１２月改正�３～ 解説：犬飼久美 税理士

◆住宅取得等資金贈与の制度の改正と延長
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（１）給与所得控除の上限設定

給与収入が年１５００万円を超える

場合の給与所得控除額について、

２４５万円の上限が設けられること

になった。給与所得控除は、勤務

費用の概算控除の性格を考慮した

ものだが、制限なく逓増的に控除

が増加していく改正前の仕組みに

上限が設けられたことになる。

（２）改正の経緯と今後

給与所得控除の上限設定は、平

成２３年６月改正では頓挫し積み残

しとなっていたが、結局１２月改正

では削除され、平成２４年度税制改

正で盛り込まれたものだ。

もともとは、税理士に評判の悪

かったオーナー課税制度が平成２２

年度税制改正によって４年という

短期間で廃止された際に、これに

代わる給与所得控除の抜本的改正

として平成２３年度税制改正で予定

されていたという経緯がある。

当初は、高額役員給与について、

給与所得控除額を一般従業員の半

分とする改正も同時に予定されて

いたが、こちらは平成２４年度改正

でも先送りされた。「社会保障・

税一体改革素案」では引き続き、

給与所得控除について検討するこ

とが明記されており、来年度以降、

役員の給与所得控除のあり方が議

論されるはずだ。

法人税率引下げや留保金課税の

縮小、オーナー課税制度廃止でオ

ーナー企業の法人成りは今後ます

ます税負担で有利になる。将来的

には、同族会社の役員と非同族会

社の役員とで給与所得控除に差異

を設ける改正が議論されるかもし

れない。同時に「素案」では、所

得税の累進税率引上げを通じて所

得再分配を強化すべきことも明記

されている。

（３）退職所得課税の見直し

役員や指定職の国家公務員が、

５年以下の短期間勤務の場合、支

給を受ける退職金については、２

分の１課税が廃止される。

これは、外資系企業の高額サラ

リーマンや天下り役員によるいわ

ゆる「渡り」に対する国民の批判

に応えた改正だ。この改正は公務

員だけではなく一般企業の役員も

対象となる。しかし、一般の従業

員が役員に昇格した後５年以内に

退任したようなケースでは、従業

員の勤務期間も通算するとの実務

の運用が行われるはずだ。

なお、個人住民税については、

平成２５年から退職所得の１０％税額

控除の廃止が既に決定しているの

で注意したい。

これまで、相続税の連帯納付義

務については、突然履行を求めら

れていた。平成２３年度改正では事

前に履行の可能性についての文書

による通知と履行時における延滞

税の緩和が行われ、平成２４年度改

正では、連帯納付義務そのものの

適用除外規定が設けられた。

（１）連帯納付義務による延滞税を

利子税により減免と滞納手続

の整備（平成２３年６月成立）

�１延滞税の利子税化

相続税法による連帯納付義務に

ついては、本税のみならず延滞税

についても納付を求められる。本

来の納税義務者が滞納した場合に

延滞税を制裁として課している

が、連帯納付義務者については責

任がないので、延滞税に代えて利

子税による納付を求めることとし

た。

これにより、本来の納税義務者

が滞納している期間について連帯

納付義務者が納付した場合には、

延滞期間について利子税の割合に

よる負担で済むこととなった。こ

の利子税の割合が複数ある場合に

は、簡便性を考慮し最も低い割合

により計算する。ただし、本来の

納税義務者は、正当計算による延

滞税から連帯納付義務者が納付し

た利子税を控除した残額の延滞税

について納税しなければならな

い。決して免除される訳ではない

ので要注意だ。

�２連帯納付義務履行手続の整備

連帯納付義務者については将来

履行を求められる可能性があり、

本来の納税者が延納、物納申請を

行った場合には、連帯納付義務が

ある旨の通知を連帯納付義務者に

することとされた。

また、本来の納税義務者が滞納

し督促状が発せられるような場

合、連帯納付義務の履行の可能性

がさらに高まるので、合わせて連

帯納付義務者に対しても通知する

手当が整備された。この通知のあ

と、連帯納付義務者に対し納付通

知書の送付および督促関連の手続

が連帯納付義務の履行段階の措置

として法制化された。

（２）連帯納付義務の解除（平成２４

年度改正）

平成２４年度改正での連帯納付義

務関連は、連帯納付義務の解除と

なっている。これは、連帯納付義

務の履行義務を免除することとな

るので、本来の納税義務者以外の

他の相続人は、次の要件に該当す

れば、自らの相続税以外の負担の

必要がなくなる。

�１相続税申告書の提出期限から

５年を経過する日までに他の

相続人分の連帯納付義務の通

知を受けていないこと

�２他の相続人が延納の許可を受

けたこと

�３他の相続人が相続税の納税猶

予を受けたこと

これらの要件に該当しない申告

時点での滞納や物納申請が却下さ

れた場合には、連帯納付義務が継

続することとなるので留意が必要

となる。

この改正は平成２４年４月１日以

降の申告期限から適用されるが、

同日において未納となっている相

続税についても適用があるので朗

報といえよう。

（１）制度の概要

外資系日本法人による外国親法

人などへの利子の支払いを通じた

租税回避を防止するため過大支払

利子税制が導入された。平成２５年

４月１日以後の開始事業年度から

適用される。

この制度で損金不算入となるの

は、法人の関連者に対する純支払

利子等の額が、関連者に係る純支

払利子等の額、減価償却費等や受

取配当等益金不算入額などを加算

した所得金額の５０％を超える場合

の超過部分の額である。純支払利

子等とは、支払利子等から受取利

子等を控除した純額である。

この制度の趣旨は、国境をまた

ぐ支払利子の規制にある。そこで

対象となる支払利子には、支払を

受けた側で日本の法人税の課税所

得に算入されるものは含まれない

とし、国内の利子は対象から除か

れている。

（２）導入の理由

同様の趣旨の制度としては、過

少資本税制（措法６６の５）がある

が、これが十分機能しない事例が

指摘されていた。

過少資本税制は、資本と借入金

の比率が一定割合（原則として外

国親会社等の資本持分の３倍）を

超える部分の支払利子について損

金算入を認めない。そこで日本の

子法人の資本を大きくし、比例し

て外国親法人からの借入金を増や

すことで支払利子の損金算入限度

額が増せることになる。これを防

ぐため、所得金額との比較の観点

から対応をすることになった。

（３）制度の詳細

この制度を図解にすると右のよ

うになる。

この制度で関連者とは、法人と

の間に直接・間接の持分割合が５０

％以上の関係者や実質支配・被支

配関係にある者をいう。

また、関連者純支払利子等の額

が１千万円以下もしくは関連者支

払利子等の額が総支払利子等の額

の５０％以下の場合には、この制度

は適用されない。

なお、過大支払利子税制と過少

資本税制の多い方の金額が損金不

算入額となる。外国子会社合算税

制との関係では、過大支払利子税

制の損金不算入額から、外国子会

社合算税制の合算所得相当額を控

除する調整措置が施される。

（４）改正の影響

この制度の影響を受けるのは主

として、外資系の日本法人である。

ただし、親法人が日本法人、子法

人が外国法人という場合にも、制

度としての適用はあり得るので念

のため注意が必要である。

４
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（１）時価の把握がポイント

国外財産の保有とこれに係る所

得税・相続税の申告漏れが増加し

ている。そこで平成２４年度改正は、

毎年１２月末で合計５千万円超の国

外財産を有する居住者に、翌年３

月１５日までに国外財産調書の提出

を義務付ける。これは、出国者等

を考慮して、平成２６年１月１日以

後提出すべきものから適用され

る。５千万円基準は現行の相続税

基礎控除の定額部分を勘案した。

基準額の判定は、為替換算後の

時価による。しかし、海外には公

示地価がない等、国外財産の時価

把握は困難。そこで、見積価額で

も認められるが、どの程度の精度

が要求されるのかが気になる。

法人や非居住者が対象外なの

は、導入趣旨が把握困難な国外財

産に係る所得税・相続税等の適正

課税と徴収への活用だからだ。即

ち、富裕層への徴税強化に繋がる。

（２）提出促進策としてのアメとム

チ

提出促進策として、過少申告加

算税等に係るアメとムチも用意。

アメは、提出がある場合には、

国外財産に係る所得税・相続税の

申告漏れ等があっても、調書に申

告漏れ等に係る国外財産の記載が

あれば、過少申告・無申告加算税

を優遇するもの。具体的には、記

載がある部分について、通常の加

算税額からその申告漏れ等に係る

本税の５％相当額を控除する。

反対に、ムチは、提出や記載が

ない場合には、国外財産に係る所

得税に申告漏れ等があれば加算税

を加罰する。提出・記載がない部

分について、通常の加算税額にそ

の申告漏れ等に係る本税の５％相

当額を加算する。

（３）アメとムチが税目で相違する

理由

所得税にはムチがあるが、相続

税にはない。理由は、相続人等が

関知しない所で被相続人が提出等

しなかった調書について加罰する

のは酷だからだろう。

さらに、相続税の補完税である

贈与税には、ムチもアメもない。

ムチがないのは、相続税と同趣旨

だろう。アメもないのは、贈与は

相続とは異なり、贈与者と受贈者

との意思の合致により実行可能。

故に優遇する必要はないとの判断

か。もっとも、相続・贈与共に５

千万円超の国外財産を取得した者

は、翌年には提出義務が生じる。

（４）財産債務明細書にない罰則

調書に関する質問検査権の規定

も整備される。さらに、不提出・

虚偽記載には１年以下の懲役また

は５０万円以下の罰金や両罰規定も

設けられる。罰則は、平成２７年１

月１日以後の調書から適用される

が、不提出には情状免除もある。

東日本大震災で被災した地域の

復興を支援するために、大胆な特

例措置が創設された。主な柱は、

�１５年間の法人税額の課税免除と

繰延べ、�２給与等支給額の１０％税

額控除、そして�３事業用設備等に

ついての即時償却または１５％税額

控除である。

（１）新規立地新設企業は５年間無税

復興産業集積区域内に５人以上

を雇用するなど一定の要件を満た

して法人を設立すれば、指定を受

けた日から５年間、法人に生じた

所得金額を再投資等準備金として

積み立てることで法人税等が無税

となる。東京など集積区域外の会

社による子会社設立も認められ

る。準備金は、機械または建物等

に再投資を行った事業年度に取り

崩す必要があるものの、取得した

機械または建物は即時償却でき

る。

ただし、再投資等準備金は課税

の繰延べ措置なので、指定日から

１０年経過後の事業年度末において

準備金残高があれば、その１０分の

１ずつ取り崩す必要がある。

（２）給与等支給額の１０％税額控除

指定を受けた法人は、復興産業

集積区域内の事業所で雇用する被

災者への給与等の１０％を指定日か

ら５年間、税額控除できる。法人

税額の２０％を限度とするが、（１）

よりも適用要件が少なく利用しや

すい制度といえる。

（３）設備等の即時償却と税額控除

指定を受けた法人は、復興産業

集積区域内で取得等した事業用設

備等について、特別償却または税

額控除のいずれかを受けられる。

原発事故による避難対象区域で解

除日が決まっていない地域では、

解除日から５年間について同様の

特例措置を受けられる。

税額控除の上限は法人税額の２０

％で、控除しきれない金額は４年

間の繰越控除が認められる（表

３）。

以上、これら３つの特例措置は、

いずれかの選択適用となっている

ので注意したい。

他にも、�１開発研究用の償却資

産について、即時償却に加え償却

費の１２％を税額控除できる研究開

発税制や、�２被災者向け優良賃貸

住宅について、２５％の特別償却等

の制度、�３地域の課題解決のため

に、事業を行う株式会社への出資

に係る所得控除制度が導入され

た。復興の支援ではこれらの特例

措置を大いに活用したい。

（１）未処理として残ってしまった

項目

平成２３年の税制改革（頓挫版）

で提案された項目について、まだ、

多くの項目が残っており、これが

平成２５年４月以降の改正項目とし

て予定されている。その骨子が平

成２４年２月１７日に「社会保障・税

一体改革大綱」として閣議決定さ

れた。しかし、昨年同様のねじれ

国会や与党内の反対勢力も存在す

ることから、このまま、すんなり

成立するか否かは不透明だ。

消費税によって低所得者の税負

担が増えるが、これと同時に高額

所得者や富裕層に対する税負担も

増やす。それが今後の日本の税制

になることは間違いのないところ

だ。

（２）消費税率の引上げ

消費税については平成２６年４月

１日から８％（国税６．３％、地方税

１．７％）、さらに平成２７年１０月１日

から１０％（国税７．８％、地方税２．２

％）への引上げが提案されている。

マイナンバー制の導入は議論され

ているが、インボイスの採用は想

定されていない。

消費税率が１０％になった場合に

おいても、住宅の家賃や社会保険

診療の非課税が維持されるのかが

気になるところである。仮に、家

賃にも消費税が課税され、居住用

家賃が１０％の引上げになった場合

は、家主と借家人に大きな衝撃を

与えるだろう。

（３）所得税の最高税率の引上げ

所得税の課税所得５０００万円超の

部分については、平成２７年分から

４５％（現行４０％）に引き上げる。

昭和５９年（最高税率７５％）から平

成１１年にかけて引き下げられてき

た所得税率が格差社会の一因にな

っているようにも思えるので、消

費税の引上げと共に行う所得税率

の引上げは不可避といえる。

役員給与の給与所得控除の逓減

制度は具体化していないが、特殊

支配同族会社の役員給与の損金不

算入制度が廃止された経過もあ

り、微妙な状態である。昨年３月

の頓挫版では同族会社に限らず、

上場会社の役員や公務員にも課税

対象を拡げ、中小企業の反対を押

さえることを目論んだが、それが

消えてしまっているところが気に

なる。

（４）相続税・贈与税の見直し

相続税の基礎控除を「３０００万円

＋６００万円×法定相続人の数」へ

と引き下げ、死亡保険金の非課税

限度額を「５００万円×法定相続人

のうち未成年者、障害者または相

続開始直前に被相続人と生計を一

にしていた者の数」に引き下げる。

さらに相続税率の最高税率を５５％

（現行５０％）に引き上げる。

贈与税について、２０歳以上の直

系卑属が贈与を受けた場合と、そ

れ以外の者が贈与を受けた場合と

で適用税率を区分する。前者につ

いて贈与税率を引き下げて若年世

代への財産の早期移転を促進す

る。ただし、相続税に合わせて最

高税率は５５％（現行５０％）に引き

上げる。

相続時精算課税制度について

は、贈与者の年齢制限を６５歳から

６０歳に引き下げ、受贈者に２０歳以

上の孫を追加する。相続時精算課

税において贈与者となるのは、そ

もそも高齢者であり、その年齢を

６５歳から６０歳に引き下げる改正は

利用度を大幅に拡大すると思える。

なお、相続税と贈与税の改正は、

平成２７年１月１日以後の相続と贈

与により取得する財産についての

適用が予定される。

５

◆国外財産調書制度の創設
～平成２４年度改正�５～ 解説：掛川雅仁 税理士

◆復興特区税制
～平成２４年度改正�６～ 解説：佐藤増彦 税理士

◆平成２５年４月以降の改正が予定された項目
解説：関根稔 弁護士・公認会計士・税理士

（表３）
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��多くの関与先が所得補償保険に加入され

ていますね。

水野：５０年ほど前、もらい火によって自宅が

火事になり、火災保険に助けられたことがあ

ります。その時、人生に「１００％」はないと

痛感しました。それ以来、常に「７：３」で

物事を考えています。３割は引いて考えるわ

けです。火事と同様、病気やケガも「１００％

大丈夫」ということはありません。当時、経

営者には労災保険がなかったので、病気やケ

ガで働けなくなった時のリスクを話している

うちに、多くの経営者が所得補償保険に加入

しました。また、従業員には労災保険があり

ますが、それだけではカバーできない部分も

多く、建設業者などを中心に所得補償保険に

加入する関与先が増えました。

��確かに、病気やケガはいつ起きてもおか

しくありません。

藁谷：特に、中小企業は経営者と従業員の関

係が密接です。従業員が病気やケガで働けな

くなった場合、家族の顔まで浮かんできます

ので、給料の減額や解雇を選択するのは心苦

しいものです。そこで、経営者としても「事

前に何かしておかないと」などと思ってはい

るものの、そのまま問題を放置してしまう傾

向があります。

��そこで、関与先に所得補償保険を勧める

わけですね。

藁谷：こちらから積極的に勧めることはあり

ません。お客様にリスクを知っていただき、

お客様自身で事前対策の大切さを気付いてい

ただく。その結果が保険の加入へと繋がって

いるだけです。

水野：私どもには「お客様を守りたい」とい

う思いしかありませんので、保険商品を無理

に勧めている感覚はないですね。そもそも、

リスクについて具体的にイメージできない限

り、保険に加入しようとは思わないでしょう。

��どのようにリスクを伝えていますか。

水野：トラブルの事例を伝えると、経営者と

してもイメージが浮かびやすいですね。たと

えば、残業中、外出して夜食を食べに行った従

業員が、会社に戻る時にケガをした事例があ

ります。労災が認められませんでしたが、経

営者が所得補償保険に加入していたので生活

を守ることができました。また、出社しない

従業員に電話したところ、うなり声が聞こえ

たため、自宅に行ってみると脳梗塞で倒れて

いたケースがあります。まだ３０代の若さです。

入院保険とは異なり、所得補償保険は退院後

の収入もしっかりカバーできますので、従業

員も安心してリハビリに集中できました。

��実際に起きたトラブルを聞くと、リスク

対策の大切さが分かりますね。

藁谷：危機感への関心の持ち方は千差万別で

す。大切なのは、関与先を毎月訪問して、ト

ラブルはいつ起きてもおかしくないと繰り返

し伝えることです。

水野：私は商人の子どもだったので、お得意

先を毎月訪問することに昔から抵抗がありま

せんでした。むしろ、毎月訪問しなければ信

頼関係も生まれず、経営指導やリスク対策の

アドバイスもできません。今、その思いを藁

谷が引き継いでくれています。

��関与先との信頼関係の深さを感じます。

水野：信頼関係があるからこそ、お客様の考

えに反対することもあります。特に、事業に

関することは「１００％」ではなく「７：３」

の割合で考えておかないと、何かあった時に

方向転換すらできない事態に陥ります。

藁谷：経営者は１割のチャンスがあれば実行

したいと思うものです。しかし、お客様に１

割でもリスクがあれば、トラブルが起きない

ようにアドバイスをする。それが、私どもの

仕事だと思っています。病気やケガで就業不

能になった時に備えて、所得補償保険に加入

してリスク回避することも同じことです。

��不況が続く中、保険料の負担を気にされ

る方もいますか？

水野：資金的に余裕があれば、会社に多少の

トラブルが発生しても金銭で解決することが

できるでしょう。しかし、リーマンショック

以降、中小企業の経営状況はさらに厳しくな

っています。このような時代において、トラ

ブルに対する金銭的負担は、経営者に重くの

しかかってきます。お金がない時代だからこ

そ、万が一の金銭的負担について対応策を真

剣に考えるべきなのです。

藁谷：最初は給料の満額を補償しなくても構

わないと思います。それでも、経営者の「何

かしておかないと」という気持ちは解消でき

るはずです。全国税理士共栄会を通じて所得

補償保険に加入すれば、団体契約で保険料が

３割引となりますので、お客様も喜んでいま

す。何より、所得補償保険はプライベートや

仕事に関わらず、病気やケガによって就業不

能の状態であれば保険金が給付されます。ま

た、うつ病なども補償の対象となっています

ので、経営者としても心強いですね。

��実際に保険金を受け取った関与先の反応

はいかがですか。

水野：「保険に入ってて良かった」と喜ばれ

ています。何もないことが一番ですが、最後

の最後で保険金を受け取った方もいます。リ

スクにいつ直面するか、本当に分かりません。

藁谷：給付を受けた会社は、一度リスクヘッ

ジを体験していますので、所得補償保険の２

年補償タイプや長期間にわたって収入と生活

を守る「生涯収入プロテクション」が登場す

ると、すぐに利用されています。逆に新しい

関与先は若い経営者が多く、リスクについて

理解してもらうのが難しいところですが、お

客様を守るため、これからもトラブルの事例

などを繰り返し伝えていきたいと思います。

入院や通院が１～２年間に及び、仕事ができずに収入が途絶えてしまう…

そんな時、月々の収入をサポートするのが「所得補償保険」だ。税理士事務所の

中には、関与先のほとんどが「所得補償保険」に加入しているところもある。

医療保険とは異なる所得補償保険、その魅力について３人の税理士に話を聞いた。

６

ななぜぜ、、関関与与先先にに

所所得得補補償償保保険険をを勧勧めめるるののかか

水野 恒夫 税理士

藁谷 信行 税理士 リスクの恐さを伝えたい

すべては「お客様を守るため」

水野・藁谷税理士事務所（東京・豊島区） 水野恒夫税理士×藁谷信行税理士

インタビュー 平成２４年・春号



��関与先に所得補償保険を勧め

るようになったキッカケからお聞

きします。

昔、腰を痛めて手術しましたが、

退院後しばらく仕事をすることが

できず、自宅療養を余儀なくされ

ました。その際、加入していた所

得補償保険の保険金が毎月支給さ

れ、身に染みて分かったことがあ

ります。それは、亡くなった後よ

りも生きている時に使える保険の

大切さです。所得補償保険は生き

ていく上で本当に心強い保険だと

実感しました。入院補償の医療保

険などもありますが、退院後に仕

事に復帰できず、収入が途絶えて

しまった場合、生活費や治療費、

住宅ローンの返済など、その間の

出費を何かでカバーしなければな

りません。事業主が働けなくなっ

た場合、事業の存続すら危ぶまれ

る恐れがあります。私の事務所に

は自営業のお客様がたくさんいま

すので、万が一の時に備えて所得

補償保険の加入を勧めています。

��関与先の生活と仕事を守るた

めの保険というわけですね。

その通りです。労災の場合は認

定をめぐって揉めるケースもあり

ますが、所得補償保険は仕事やプ

ライベートに関わらず、病気やケ

ガで就業できない状態であれば保

険金が給付されます。また、うつ

病などの気分障害でも補償される

など、守備範囲の広さも大きな魅

力です。関与先はもちろん、私の

事務所でも所得補償保険に加入し

ていますが、職員たちも安心して

働くことができると言っていま

す。

��厚生労働省の調査によると、

うつ病の患者が年々増加していま

す。

関与先の中にも従業員がうつ病

になってしまったケースがありま

す。経営者としては簡単に解雇で

きず、しばらく休養するように説

得しても、給料や解雇を心配して

会社に出てきてしまう。とはいえ、

出社してもほとんど仕事にならな

い。そんな悪循環に頭を悩ませて

いる経営者は少なくないと思いま

す。所得補償保険に加入しておけ

ば、休職中の収入も確保できます

ので、従業員も安心して療養する

ことができます。傷病手当金の制

度もありますが、支給額は標準報

酬日額の３分の２です。家族を養

っている人やローンを抱えている

人にとって、給料の３分の１の減

額は大きいと思います。だからと

いって、不足分を会社が負担する

と、その負担した金額だけ傷病手

当金がカットされてしまいます。

��いずれにしても、標準報酬日

額の３分の２以上は受け取れない

わけですか？

所得補償保険の保険金を受け取

っても、傷病手当金は減額されま

せん。そのため、傷病手当金と所

得補償保険を組み合わせること

で、休職中の従業員の給料をしっ

かりカバーすることができます。

ただ、国民健康保険の加入者は、

傷病手当金を受け取ることができ

ません。そのため、国民健康保険

に加入している関与先には、所得

補償保険そのものが傷病手当金の

�代役�になると話しています。

��所得補償保険について関与先

の反応はいかがですか？

私自身の体験談や関与先の給付

事例をお話すると、皆さん、リス

ク対策の重要性を分かってくれま

す。病気やケガ、うつ病などで就

業不能になることは珍しくありま

せん。所得補償保険に長年加入し

ていたお客様から「そろそろ保険

を止めようと思っている」と言わ

れ、私が説得して継続してもらい

ましたが、その後、ご自身が病気

で働けなくなり、保険金が給付さ

れた事例もあります。何もないこ

とが一番ですが、万が一の時に保

険に入っているかどうかで、その

先は大きく変わってきます。厳し

い時代ですから保険料の負担が気

になるところですが、保険料は全

国税理士共栄会の団体割引３０％が

適用され、保険期間中に事故がな

い場合は保険料の２０％が戻ってき

ますので、関与先にも非常に喜ば

れています。私どもとしても所得

補償保険を勧めやすい大きなメリ

ットです。

��職員の方々は所得補償保険を

どのように捉えていますか。

関与先で起きた病気やケガによ

る給付事例を自分たちの目で見て

いますので、リスク対策の大切さ

を肌で感じていると思います。事

務所の女性職員が、会社を経営し

ているご主人に所得補償保険につ

いて話したところ、すぐに契約が

決まりました。単に保険商品を勧

めるのではなく、リスク対策の重

要性を理解し、ご主人や従業員の

ことを本気で思う気持ちが伝わっ

たのでしょう。

��お客様のことを思うからこ

そ、所得補償保険を勧めるわけで

すね。

私どもの事務所は「お客様の喜

びが自分たちの喜び」という思い

で動いています。お客様が保険金

を受け取り、「所得補償保険に加

入しておいて本当に良かった」と

いう喜びの声を聞くたびに、もっ

と多くの方に所得補償保険のメリ

ットを知っていただきたい、リス

ク回避の大切さを伝えたいと強く

思います。先ほども言いましたが、

何も起きないことが一番です。し

かし、トラブルが発生した時、お

客様が困らないように事前にアド

バイスするのは、私どもの役目だ

と思っています。もちろん、自分

たちの力だけでは限界があります

ので、同様の理念を持っているパ

ートナーをシビアに選び、ワンス

トップサービスを提供していま

す。日税サービスは、保険のプロ

の代理店として丁寧かつ迅速に対

応してくれますので、安心してお

客様を紹介することができます。

これからも日税サービスと共に所

得補償保険の魅力を伝えていきた

いと思います。

７

生きている時に使える保険―

その大切さを実体験から学ぶ

永田宗良税理士事務所（大阪・堺市）

永田 宗良 税理士

平成２４年・春号 インタビュー



Ｑ
当社は、電化製品の販売業

を営む消費税の課税事業者

ですが、当事業年度中に遊

休地を売却したことにより、当課

税期間の課税売上割合は９５％未満

となることが予想されます。この

土地の譲渡がなければ、当社の課

税売上割合は例年どおり９５％以上

となり、課税仕入れ等の税額はそ

の全額を仕入税額控除の対象とす

ることができます。土地の譲渡は

突発的なものですから、課税仕入

れ等の税額について、その全額を

仕入税額控除の対象として問題な

いでしょうか？

また、仮に個別対応方式により

仕入控除税額を計算する場合にお

いても、土地の売却に伴う仲介手

数料を除き、福利厚生費や水道光

熱費などの販売管理費はすべて電

化製品の売上高に直結するものと

考え、課税売上対応分に区分する

ことはできるのでしょうか？

Ａ
☆課税仕入れの用途区分

不動産業や医療業、金融

業などの場合には、主たる

売上げに非課税のものがあるので

課税売上割合は常に９５％未満とな

り、課税仕入れ等の税額について、

個別対応方式か一括比例配分方式

によるあん分計算が必要となりま

す。これに対し、課税資産の販売

業などの場合には、受取利息、社

宅使用料収入、有価証券売却収入

などの非課税売上げがあったとし

ても一般的にその額は僅少であ

り、結果、課税売上割合が９５％以

上となって、課税仕入れ等の税額

の全額が仕入税額控除の対象とな

るケ―スがほとんどです。

しかし、たとえ課税資産の販売

業を営む事業者であっても、突発

的に土地を譲渡したような場合に

は、その課税期間についてだけは

課税売上割合が急激に減少し、個

別対応方式か一括比例配分方式に

よるあん分計算が義務付けられる

ことになります。課税売上割合が

減少した理由は仕入控除税額の計

算に影響しないということです。

ところで、土地の譲渡に対応す

る課税仕入れといえば、不動産業

者に支払う仲介手数料や測量代く

らいなものですから、販売管理費

のうち、土地の譲渡に対応する課

税仕入れというものは現実には存

在しないことになります。しかし、

土地の譲渡に対応するものがない

からといって、販売管理費が即座

に電化製品の譲渡に直結するわけ

ではありません。課税資産の販売

業であっても、荷造運送費などの

特定のものを除き、販売管理費は

課税売上げと明確な対応関係のな

いものが多く、また、これらのも

のは、受取利息などの非課税売上

げにも多少なりとも関係している

ものです。

したがって、明らかに課税売上

げと紐付きになっているものを除

き、販売管理費は基本的には共通

対応分に区分するものと考えるべ

きです。課税売上割合が９５％以上

であることによる全額控除の取扱

いは、あくまでも計算の簡便化を

図るためのものと認識する必要が

あるのです。

なお、たまたま土地の譲渡があ

った場合には、税務署長の承認を

受けることにより、課税売上割合

に準ずる合理的な割合を用いて仕

入控除税額の計算をすることが認

められています（国税庁質疑応答

事例（仕入税額控除（課税売上割

合）１２）参照）。

☆平成２３年度改正に注意

平成２４年４月１日以後に開始す

る課税期間からは、当課税期間中

の課税売上高が５億円を超える規

模の事業者は、たとえ課税売上割

合が９５％以上でも、個別対応方式

か一括比例配分方式によるあん分

計算が義務付けられることとなり

ました。したがって、課税仕入れ

の用途区分にあたっては、非課税

売上高が受取利息しかなく、その

金額が極端に少なかったとして

も、課税売上げと紐付きになって

いるものでない限り、販売管理費

などは共通対応分に区分すること

になりますのでご注意ください。

（つづく）

期間契約社員の退職にともな

い、会社が支給した慰労金は給

与所得か、それとも退職所得な

のか��。その判断をめぐり納

税者と当局の争いが起きた。

平成１８年３月、請求人ＡはＦ

社と期間契約社員雇用契約を締

結し、３年後の平成２１年３月に

退職した。

Ｆ社の期間契約社員就業規則

では、契約期間を満了した者の

うち、勤務成績が良好な者には

慰労金を支給することとしてい

る。また、同社の期間契約社員

マニュアルには、契約期間を満

了して退職する場合、その時点

での欠勤・休日出勤を含まない

勤務日数に応じ、慰労金が支給

されることが定められている。

これらを踏まえ、Ｆ社はＡに

対して慰労金を支給。その際、

所得区分を給与所得と判断して

源泉徴収を行った。

平成２１年１１月、Ａは税務署を

訪れ、慰労金は「退職所得に当

たるのではないか？」として還

付に関する相談を行った。しか

し、「担当職員から明確な回答が

なく、後日、税務署に電話して

質問をしたが、担当職員は電話

にも出ず、回答がなかった」と

して、慰労金を退職所得として

確定申告を行った。だが、税務

署が更正処分を行ったことで、

両者の争いが勃発。審判所にそ

の判断が委ねられた。

最高裁が過去に示した

退職所得の要件とは�

当局による税務相談への対応

という点については、請求人の

言い分は認められなかった。問

題は、慰労金は給与所得なのか、

それとも退職所得なのか��と

いう点だ。

Ａは、「慰労金は、退職に基

づき支給されたもので、その所

得は、給与所得ではなく、退職

後の生活の糧となる退職所得に

該当する」と主張。

一方の当局側は、給与所得と

判断した理由を次のように述べ

ている。�１Ｆ社は、期間契約社

員に対する退職金を支給しない

こととしている、�２慰労金は契

約期間が終了し、有給休暇を除

く欠勤、遅刻および早退の日数

が勤務日数のおおむね１０パーセ

ント未満の場合に限り支給さ

れ、その支給金額は契約の総期

間に応じて支給されている、�３
労働基準法第２４条第２項および

同法施行規則第８条には、１カ

月を超える一定期間の継続勤務

に対して支給される賃金、賞与

に準じ、その支払いは賃金の支

払いである旨規定されていると

ころ、慰労金は契約期間の継続

勤務に対して支給される勤続手

当である。

両者の言い分について審判所

は、「退職手当、一時恩給その他

の退職により一時に受ける給

与」の判断基準として、最高裁第

二小法廷判決昭和５９年９月９日

で示された「退職所得となる３

つの要件」を取り上げた。その要

件とは、�１退職すなわち勤務関

係の終了という事実によって初

めて給付されること、�２従来の

継続的な勤務に対する報償ない

しその間の労務の対価の一部の

後払いの性質を有すること、�３
一時金として支払われること。

審判所は、「契約期間を満了

して退職するという事実によっ

て支給されている」、「請求人は

通算契約期間における出勤すべ

き日数の９０パーセント以上を出

勤し、勤務成績が良好な者に該

当するとして、通算契約期間に

おける勤務日数に応じて支給さ

れている」、「平成２１年３月度の

給与として一時に支給されてい

る」などと指摘。最高裁で示し

た「退職所得の�１ないし�３の各

要件を満たしている」として、

請求人Ａの慰労金を退職所得と

して認め、当局の主張を退ける

判断を下した。

熊王税理士の
ワンポイント講座

優秀な期間契約社員の退職にともない会社が

慰労金を支給した。果たして、この慰労金は

給与所得なのか、退職所得なのか��。

その判定のカギは「３つの要件」にあった。

昭和５９年学校法人大原学園
に税理士科物品税法の講師
として入社し、在職中に酒
税法、消費税法の講座を創
設。平成４年同校を退職し、
会計事務所勤務。平成６年
税理士登録。平成９年独立開業。東京税
理士会会員相談室委員、東京税理士会税
務審議部委員、日本税務会計学会委員、
大原大学院大学准教授ほか。消費税関連
の書籍も多数執筆。

８

熊王征秀（くまおう・まさひで）税理士

消費税の落とし穴はココココだだ�
課税資産の販売業者が土地を譲渡
仕入税額控除の計算に影響は？

税務スクランブル
～～審審判判所所のの視視点点～～

契約社員の退職時に慰労金
給与所得か、それとも退職所得か…？

税務会計情報 平成２４年・春号



��建設業界を取り巻く環境の変化につ

いてお聞きしたいと思います。

高度成長期から国内の建設投資は年々

増加し、平成４年度には約８４兆円に達し

ましたが、バブル崩壊後は民間建設投資

が減少。さらに財政赤字などで公共工事

も絞り込まれ、平成２２年３月末には約４２

兆円とピーク時の半分まで落ち込んでい

ます。しかし、建設業許可業者数は、平

成２２年時点、ピーク時の約６０万業者に対

して僅か１５％減の約５１万業者に止まって

います。

��建設業者の減少は緩やかですね。

相対的に競争過多の状況となっていま

す。建設業者の中には公共工事から民間

事業へと上手くシフトするところもあり

ますが、特に地方の場合は公共工事への

依存度が高いため、都市部よりも疲弊し

ているように感じます。

��では、どういった建設業者が売り上

げを伸ばしているのでしょうか。

１点目は、技術力や受注のネットワー

クを持っていることです。小さな下請け

会社でも、技術力が高いところや独自の

人脈を持っているところは売り上げを伸

ばしています。２点目は、個々の工事に

対するコストコントロールをきちんと行

っていることです。建設業は変動費の割

合が多く、１００の売り上げに対して７０％

ぐらいは原価（変動費）です。そのため、

７０％の原価を６８％や６７％にすれば、直ち

に利益を２～３％増やすことができま

す。近い将来、建設投資が大きく回復す

る見込みは少ないでしょう。だからこそ、

税理士がコストコントロールをしっかり

アドバイスできれば、事務所の差別化に

繋がってくると思います。

��コストコントロールが生き残りのカ

ギを握るわけですね。

これからの建設業界は、我慢競べの時

代といえます。コストコントロールを行

うことで、売価を抑えることもできます

ので、入札でも有利になるでしょう。原

価を抑えて利益を出しつつ、受注競争力

の強化にも繋がるため、原価ダウンは両

方の面でパワーを生み出すわけです。

��建設業者への支援として、ほかに大

切なことはありますか？

経営事項審査（経審）に対応するため

のアドバイスも欠かせません。経審とは、

「建設業者の経営に関する事項の審査等」

のことです。建設業者が公共工事に参加

しようとする場合は、その経営に関する

客観的事項について審査を受けなければ

なりません。経審では、�１経営状況（Ｂ

・ＳとＰ・Ｌ）�２経営規模�３技術力�４そ

の他の４つの客観的事項について、数値

による評価が行われます。

��建設業者の通信簿のようなものでし

ょうか？

そうですね。経審の評点によって入札

できる工事の規模が決まってきます。も

ちろん、成績が悪くなれば、評価のラン

クが下がって目指す規模の公共工事が受

けられません。それだけに、経審の評価

をアップさせる努力が必要となります。

コストコントロールの指導、そして経審

関係の指導、この２つはまさに税理士の

出番といえるでしょう。

��どちらも税理士の先生が得意とする

「数字」がカギとなりますね。

そのとおりです。ただ、その前に、税

理士は経営者の身近な相談相手ですの

で、危機意識を感じさせることも大切で

す。経営者は一般に自社の評価を甘く見

ている方が少なくありません。自社の経

営に黄色信号が点滅しているのに、危機

意識がワンテンポ遅いわけです。現状の

経営状況をしっかり理解させるため、私

の事務所では独自で作った経営診断シス

テム「ＨＡＲＥＤＡＳ（ハレダス）」を

使用して、経営状況の分析や経営改善の

指針などを抽出しています。ＣＤ版にし

て近々、ほかの事務所にも低価格でお分

けする予定です。建設業に限らず、あら

ゆる業種で活用できるため、多くの先生

方に利用して頂ければと思います。また、

今年の秋口には「診断」の次のステップ

の「経営のプラン」作りを支援するコン

サルティングツールを発表できると思い

ます。「金融円滑化法」の期限も迫って

いますので、企業と金融機関の関係を強

化する方向でのサービスは、双方からも

歓迎されるのではないかと期待している

ところです。

��入札の仕組みが変わったと聞きまし

た。

従来は「価格」のみで評価される自動

落札方式でしたが、「価格」と「価格以

外の要素」を総合的に評価する「総合評

価落札方式」に変わりました。価格以外

の要素とは、施工時の安全性や環境への

配慮などで、いわば会社の「提案力」と

いえます。そのため、一番安い価格を入

札で設定しても、提案力の評価が低けれ

ば選ばれないこともあるわけです。

��そのほか、建設業者が抱える問題は

ありますか？

建設業界でもオーナーの高齢化が問題

となっています。次の世代にバトンタッ

チしたくても跡継ぎがいない「後継者難」

という会社も少なくありません。そこで、

Ｍ＆Ａを選択する会社も少しずつ増えて

います。Ｍ＆Ａを実行することで、経審

の点数をアップする仕組みを国や自治体

も認めています。売買や合併にともない、

経審のランクが上がり、有利な条件で公

共工事に参加することができるわけで

す。これからの時代、Ｍ＆Ａの動きはさ

らに加速してくると思いますね。

��建設業から新しい分野に乗り出す動

きも見られます。

個人的には簡単なことではないと思い

ます。建設業者にとっては新しいチャレ

ンジかもしれませんが、たとえば農業に

参入するのであれば、すでに農業に従事

している方々の技術や経験と勝負しなけ

ればなりません。新事業の展開で成功し

ている会社もありますが、やはり相当な

覚悟が必要だと思います。

��建設業支援に特化した会計人グルー

プに在籍されていますが、今、どんな勉

強をしていますか。

私は「建設業経営研究所（ＣＭＬ）」

の理事長を務めていますが、最近は初心

に戻り、会計人の先生方とコストコント

ロールについて改めて勉強しています。

国土交通省では、中小・中堅建設企業の

経営戦略の実現を支援する「建設企業の

ための経営戦略アドバイザリー事業」を

実施していますが、各分野の専門家から

構成される「建設業経営戦略アドバイザ

ー」として、会員の先生方が各地で活躍

されています。確かに、建設業界は厳し

いですが、売り上げを伸ばしている会社

もあります。ぜひ、税理士の先生方に手

腕を発揮してもらい、建設業界の心強い

サポーターになってほしいですね。

前号では、中小病院や診療所など「医療業界」を取り巻く環境の変化を紹介した。

第２弾となる今回は、厳しい経営状況に直面している「建設業界」の現状と課題、

さらに会計事務所はどのように支援していくべきか、建設業支援に特化する

税理士法人ユース会計社の吉永茂公認会計士・税理士に話を聞いた。

９
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～建設業界編～

関関与与先先をを取取りり巻巻くく
現現状状とと課課題題、、今今後後のの行行方方

吉永茂（よしなが・しげる）
公認会計士・税理士

中央大学卒業後、昭和４７年に公認会計士最終試験合
格。昭和５１年に税理士登録。昭和５２年開業。税務・
監査に従事する一方、企業診断システム、建設業の
経営管理システムを開発し、全国的に導入指導を展
開。建設業支援に特化した会計人グループ「建設業
経営研究所（ＣＭＬ）」の理事長を務める。建設業
界にまつわる書籍も多数執筆。
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��独立後、すぐに報酬自動支払

制度を利用されていますね。

開業当初から業務の効率化とい

いますか、税理士として専門外の

ことに費やす時間をできるだけ省

きたいという思いがありましたの

で、迷うことなく報酬自動支払制

度を申込みました。請求書の発行

や入金の管理といった事務作業を

低コストで省略することができま

すので、とても便利なシステムだ

と思います。独立した税理士の仲

間からも「報酬自動支払制度を使

っている？」とよく聞かれますが、

「便利だから使っているよ」と答

えています。

��その先生方は実際に利用され

ましたか？

私に尋ねてから半年ほど経った

頃に申込んでいますね。どうして

すぐに利用しないのか不思議です

が、最初は躊躇していたものの、

お客様が少しずつ増えるにつれ

て、私と同じように請求書の発行

や入金管理の時間がもったいない

と感じたのかもしれません。報酬

自動支払制度には、郵送型のＰＯ

ＳＴとオンライン型のｅ―ＮＥＴ

の２種類ありますが、ＰＯＳＴを

利用する場合は基本料が発生せ

ず、関与先１件ごとに手数料を負

担するため、開業間もない税理士

でも気軽に利用できる点がうれし

いですね。特に、その頃は人手も

足りませんので、手間と時間を考

えたら１件につき３３５円の手数料

は安いと思います。

��報酬自動支払制度を利用し

て、関与先の反応がいかがですか。

お客様には顧問契約を交わす時

に報酬自動支払制度の利用につい

て説明しています。お客様として

は手間がかからず、振込手数料を

支払う必要もないため、断られる

ことはほとんどありません。ただ、

これは珍しいケースですが、事務

所が負担する手数料を気にかけ

て、「こちらで振り込むから大丈

夫ですよ」と言ってくださるお客

様もいます。

��時間や手間が省けた分、自分

がやりたいことに集中できます

ね。

私はお客様一人ひとりに対して

丁寧にお付き合いしたいと考えて

いますので、報酬自動支払制度を

利用して時間に余裕ができた分、

お客様との時間を充実させていま

す。記帳代行や税務申告の処理だ

けでなく、何でも気軽に相談して

くれて、私の知識やネットワーク

を積極的に使っていただき、たま

には愚痴をこぼすような事業上の

「パートナー」として信頼してい

ただける。そんなお客様と一緒に

事業を発展させていくのが私のス

タイルです。

��西山先生は農業支援に向けて

積極的に勉強されていますね。

農業経営にはさまざまな補助金

や助成金があります。農業生産者

の方々も注意してチェックしてい

ると思いますが、実際には適応で

きるのに気付かないケースも少な

くありません。そこで、補助金や

助成金など農業経営に役立つ情報

をタイムリーに伝えるため、現在、

農業支援に特化した会計人グルー

プに参加して勉強しています。実

は、私自身も畑を借りて毎週日曜

日に農作物を栽培しています。東

京で育ってきましたが、たまに自

然に触れていないとダメみたいで

すね。とても良い気分転換になっ

ています。

ひとつの裁判例（大阪地裁平

成１０年（ワ）第１４０３号損害賠償請

求事件）をご紹介します。

【事案の概要】

公認会計士・税理士のＡが代

表を務めるＸ社は、計算事務受

託業務を行っていた。Ｂは、Ｘ

社の設立当初から勤務していた

が解雇され、その後Ｘ社と同様

の業務を行うＹ社を設立した。

Ｘ社は、氏名や住所を記載し

た２種類の「顧問先名簿」、顧問

先ごとの月別請求金額・内訳・

１カ月間の合計顧問料を記載し

た「顧問料金表」、「各得意先の

会計、経営の情報を記録した電

子フロッピー」を保有していた。

Ｘの得意先は、ＢがＹ社を設

立した後、Ｙ社と顧問契約を締

結し、Ｘ社との契約を解約。そ

こでＸ社はＹ社に対し、Ｙ社は

Ｂが持ち出した顧問先名簿、顧

問料金表などを使用し、Ｘ社の

顧問先だった顧客と顧問契約を

締結したが、それは不正競争防

止法に定める「営業秘密」であ

り、不正競争に該当するとして、

顧問契約に基づく業務の差止め

を求めると共に、予備的にＸ社

が被った損害（１年分の報酬）

の賠償を求めた事案。

【争点】

「顧問先名簿」、「顧問料金表」、

「各得意先の会計」、「経営の情

報を記載した電子フロッピー」

は「営業秘密」に当たるか否か。

※実際の裁判では、他にも争点

がありました。

【裁判所の判断】

不正競争防止法にいう「営業

秘密」とは、秘密として管理さ

れている生産方法、販売方法そ

の他の事業活動に有用な技術上

・営業上の情報で、公然と知ら

れていないものをいう。ある情

報が事業者にとって、いかに有

用な情報であり、公然と知られ

ていない情報であっても、それ

が「秘密として管理されて」い

なければ、営業秘密として評価

されない。そして、「秘密とし

て管理されている」といえるた

めには、情報の保有者に秘密に

管理する意思があり、対外的に

情報を漏出させないための客観

的に認識できる程度の管理が行

われている必要があると判示し

たうえで、Ｘ社では�１顧問先名

簿を無施錠の書棚に入れてい

た、�２季節の挨拶状の宛名書き

や顧客先との事務連絡用として

顧問先名簿を事務員が利用して

いた、�３いつでも必要があれば、

従業員の誰もが顧問先名簿を見

ることができた、�４顧問先名簿

に秘密と表示したり、従業員に

秘密とするよう指導するなど、

顧問先名簿にアクセスできる人

的制限、時間的制限が課されて

おらず、秘密として管理してい

たことをうかがわせる事業は認

められないとして営業秘密には

あたらないと判示した。また、

「顧問先料金表」、「経営の情報

を記載した電子フロッピー」に

ついても同様の判断を示した。

【コメント】

これはひとつの裁判例で、税

理士事務所の事案ではなく、会

計に関連する業務を行う会社の

問題です。紙面の都合上省略し

ましたが、様々な周辺事情も考

慮したうえでの結論です。とは

いえ、税理士事務所で起こりう

る『お家騒動』と類似していま

す。そもそも「顧問先名簿」や

「顧客料金表」を営業秘密に該

当するような方法で管理してい

る税理士の先生はほとんどいな

いでしょう。顧客情報を事務所

で共有して利用した方が顧客に

より良いサービスを提供でき、

メリットも大きいので、不正競

争防止法による保護を求めるの

は現実的ではありません。

では、顧客情報が営業秘密に

該当しない場合、どんな形で顧

問先との契約を守るべきなので

しょうか。次回以降、新たな裁判

例と共に検証していきます。

１０

にしやまゆみこ税理士事務所（東京・千代田区）

所長 西山由美子 税理士

専門外の作業を低料金で省略
若手税理士に嬉しいシステム

報報酬酬自自動動支支払払制制度度

わわたたししのの体体験験記記

ホームページもご覧ください。
http : //www.nichizei.com/nbs/hs/

検 索報酬自動支払制度 �

報酬自動支払制度のお問い合わせ、資料請求は

�株日税ビジネスサービス �０１２０―１５５―５５１

トトララブブルルをを
未未然然防防止止�

税理士事務所の

リスクマネージメント
�２顧問先名簿は営業秘密？

南青山Ｍ’ｓ法律会計事務所（東京・港区）

松永貴之 弁護士

報酬自動支払制度 平成２４年・春号
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平成２４年４月１日から信用保証

協会による「中小企業会計割引制

度」が一部見直された。

この制度は、「中小企業の会計

に関する指針」（中小指針）に準

拠して作成される中小企業の計算

書類について、税理士や公認会計

士が中小指針の準拠を確認するチ

ェックリストを提出した場合、信

用保証協会の保証料率０．１％の割

引が認められるもの。

会計割引制度の適用について

は、平成１８年４月の制度創設時に

はチェックリストの添付によって

認められ、平成１９年４月の制度見

直し後は、チェックリストの１５項

目のうち１項目以上の準拠によっ

て認められていた。

制度開始から６年が経ち、中小

企業の会計の質の向上を促す効果

を高め、制度の適正化を図るため

に次の見直しが行われている。

（１）チェックリストの全部準拠

	１信用保証協会は、チェックリ

ストの全１５項目すべてが中小指針

に準拠していることをもって会計

割引制度を適用する。ただし、中

小企業が保有しない資産の項目に

ついては除外する。

	２チェックリストの全１５項目に

ついて中小指針に準拠している旨

の記載があるにもかかわらず、故

意・過失を問わず事実と異なる記

載が認められると信用保証協会が

判断する場合は、会計割引制度の

利用を認めない。

（２）事実と異なる記載に対する一

時利用停止措置

	１故意・過失を問わず事実と異

なる記載と信用保証協会が認める

チェックリストが、複数回にわた

り同一の税理士等から提出され、

計算書類の信頼性向上に寄与する

ことが認められないと信用保証協

会が判断するときは、その税理士

等が確認したチェックリストにつ

いては、会計割引制度の利用を１

年間認めない。

	２各信用保証協会は、会計割引

制度の利用を認めないこととされ

た税理士等に対し、その理由を付

記して通知すると共に所属税理士

会に対して通知の写しを送付す

る。なお、利用停止措置は、税理

士等が通知を受けた日の翌日から

６０日目に発効する。

	３各信用保証協会は、全国信用

保証協会連合会にも通知して情報

を共有し、全国信用保証協会はほ

かの信用保証協会と情報を共有す

ることができる。

会計割引制度の一時利用停止に

対して不服または不明な点がある

場合は、各信用保証協会から利用

停止に関する通知書を受けた日の

翌日から１４日以内に所属税理士会

に照会書を提出することで、照会

手続きを利用することができる。

日本税務研究センター（石井

幸夫理事長）は、今年１月２３日

付で、内閣総理大臣より公益財

団法人として認定を受け、２月

１日より「公益財団法人日本税

務研究センター」として新たに

スタートしました。

同センターは、昭和５９年に設

立された日本最大の税に関する

民間シンクタンク。日本の租税

制度や税務行政、税理士制度お

よび企業会計などに関する学術

的調査研究、資料情報の収集を

行い、それらを広く一般に公表

することで、日本の申告納税制

度の発展進歩および普及啓蒙に

資するとともに、国民の納税義

務の適正な実現および納税道義

の増進に寄与することを目的と

しています。

主な事業としては、租税等に

関する学術研究、税理士など実

務家の業務に資する事例研究を

進め、日税研論集の刊行、税務

事例研究をＷｅｂで公開。また、

秀逸な論文・著書を表彰する「日

税研究賞」を日本税理士会連合

会と共催。さらに、平成２０年７

月には日本税理士会連合会と連

携し、全国税理士共栄会の支援

を受け、税務相談室を立ち上げ、

電話による無料税務相談を開

始。多くの税理士先生に利用さ

れています。このほか、２万５

千冊の和洋蔵書数を整えた租税

図書室の運営、ゼミナールなど

も開催しています。

同センターの学術・研究活動

は、各界から高い評価を受けて

いますので、公益財団法人への

移行にともない、民による公益

の増進が期待されています。

～意外と多い緑内障、あなたは大丈夫？～

緑内障は、眼球の後方から脳

につながる神経線維が「視神経

乳頭」という部分で障害され、

視野の中に見えにくい部分が生

じてくる（視野異常といいます）

病気です。テレビに例えると、

視覚情報を感知する眼球はアン

テナ、視覚中枢のある脳は画面

で、神経線維は両者をつなぐコ

ードに相当しますが、緑内障は

コードの一部が断線して画面に

映像が映らなくなる病気といえ

ます。緑内障は決して珍しい病

気ではなく、最近行われた調査

では、その有病率は４０歳以上の

日本人の５％（２０人に１人）で

あることが分かっています。ま

た、緑内障は年齢とともに増加

することも知られており、少子

高齢化に伴い今後ますます患者

が増えると予想されています。

緑内障は進行するまで自覚症

状がありません。緑内障による

視野異常は視界の周辺部から生

じることが多いからです。現に、

前述した調査で緑内障が発見さ

れた９割の方は、緑内障がある

にも関わらず調査時以前には病

院に行っておらず、診断を受け

ていなかったことが分かってい

ます。

しかし、緑内障が進行して視

野異常が視界の中心近くまで及

ぶと、自分でも気付くようにな

ります。ただし、緑内障による

視野異常は、部分的に白くぼん

やりかすんだように見えるだけ

で、視界が暗くなったり、筒か

ら覗いたように視野が狭くなる

わけではありません。中には「眼

鏡が合わないのだろう」「白内

障ではないか」と思い込み、受

診が遅れることがあるので注意

が必要です。さらに病気が進行

すると、中心部まで障害が及ん

で視力が低下し、場合によって

は失明することもあります。

緑内障の治療には目薬やレー

ザー、手術などがあり、眼圧を

下げて神経線維に対する負担を

減らし、視野障害の進行を遅ら

せます。しかし、治療によって一

度障害を受けた神経線維を回復

させ、見にくくなった視野を元

に戻すことはできません。この

ことから緑内障は、早期発見、早

期治療が重要ということがお分

かりいただけると思います。ま

た、食事や生活習慣など日常生

活の注意によって緑内障を予防

したり、進行を抑えることはで

きません。特に自覚症状がなく

ても、１年に１回は眼科で検査

を受けることをお勧めします。

関与先からの資産運用の相談に

応えるため、税理士が集まってス

タートさせた「ワインファンド」

が注目を集めている。

ワインファンドとは、ヨーロッ

パで古くからの蓄財方法として知

られる投資形態。最高峰のワイン

を若いうちに買付け、数年間熟成

させ、価格が上昇したときに売却

する仕組みだ。

北田朝雪税理士、大竹義夫税理

士、松井由和税理士ほか、会計人

組織のメンバーらが議論を重ね、

「ワインファンド」をスタート。

２０００年、日本で唯一のワイン投資

ファンド運用会社「
株ヴァンネッ

ト」を設立させた。

「ファンド�投資」だが、ワイ

ンを楽しむことも目的としてお

り、フランス料理とワインを堪能

する「ワインの夕べ」を定期的に

開催。毎回、多くの税理士が関与

先とともに訪れる（写真）。また、

ワインの楽しみ方や中国のワイン

投資熱などを解説するワインセミ

ナーも人気だ。さらに、同社では

ワインファンドの成功報酬の一部

をサンテミリオン保存活動や東日

本大震災の復興支援のために拠出

するなど、ワインを通じて社会貢

献にも寄与している。

現在、２０１２ワイン投資ファンド

を６月中旬まで募集中。ワインは

年月が経てば本数が減少し、希少

価値が高まる。また、中国をはじ

め新興国の需要も高まっている

が、あくまでもリスクは自己責任。

ワインファンドの詳細は、同社の

ホームページで確認できる。

１９９７年札幌医科大学医学部卒業。初期研修後、１９９９

年より東京医科大学眼科。２０１０年より東京医科大学

眼科講師。

１１

３分間の診察室
今号のドクター 丸山勝彦 先生

日日本本税税務務研研究究セセンンタターー

公益財団法人に移行
ワインを楽しみ投資する
税理士仲間がファンドを組成

業界ムーブメント

会計割引制度を一部見直し
事実と異なる記載は利用停止へ

平成２４年・春号 業界ムーブメント



■団体制度の企画／開発／運営

システム収納代行、団体会員管理・サ

ービス

■税理士事務所経営関連

報酬自動支払制度ＰＯＳＴ・ｅ―ＮＥＴ、

人材派遣サービス、リサイクルトナー

販売取次

■コンサルティング関連

ファイナンシャル・プランニング、国

際税務フォーラム（会員制）、税理士

ＦＰ実務研究会（会員制）、Ｍ＆Ａ支援

サービス、株価算定サービス

■資格取得研修等のサービス

ＮＰＯアカウンタント養成講座、公益

法人アカウンタント養成講座、ＦＰ資

格取得研修、ＦＰ資格継続教育

■研修

「日税セミナー」「日税フォーラム」

■「日税メールステーション」

■「日税ＦＡＸ通信」

■全税共ＶＩＰ経営者大型保障制度取扱

■全税共「がん保険、医療保障」

（ＡＦＬＡＣ）取扱

■全税共「団体所得補償保険」取扱

■全税共「団体長期障害所得補償保険」

取扱

■東税協「集団扱火災保険」取扱

■千葉税協「集団自動車保険」取扱

■リスクマネジメント

■保険オーダーメイド

保険コンサルティング

（相続対策・資産形成・決算対策・コス

ト圧縮・事業承継対策・福利厚生）

■保険セミナー

企業リスク、資産家のリスクなど保険

に偏らないタイムリーな情報提供

■タイプ別ライフプラン相談

（個人・法人）

（お客さまの立場に立ったアドバイス）

発行‥ 〒１６３―１５２９ 東京都新宿区西新宿１―６―１ 新宿エルタワー２９階

ＴＥＬ‥０３―３３４０―６４９４ ＦＡＸ‥０３―３３４０―６４９５

本紙へのご意見・ご要望は、企画広報室へお願いします。 ＴＥＬ‥０３―３３４０―４４８８

■不動産売買仲介

不動産の売却・購入・交換の仲介、

権利調整

■不動産に関する情報収集・提供

物件調査・価格査定、広大地評価・

財産評価サポート

■不動産コンサルティング

不動産の有効活用、アセット・ソリュ

ーション事業、事業承継対策、不動産

Ｍ＆Ａ、相続対策

■建築に関する企画、設計、監理

■不動産鑑定評価

■選ぶ保険・選ばれる保険

・全税共「団体所得補償保険・団体医療

保険」、「団体長期障害所得補償保険」

他

・東税協「経営者大型保障プラン」他、

「集団扱損害保険制度」

・東地税協「団体保険（傷害・ゴルフ）」

「集団扱損害保険制度」

・千葉税協「集団扱損害保険制度」

「小規模企業共済」他

・埼玉税協「集団扱損害保険制度」

「小規模企業共済」他

■プロフェッショナルとして

（生命保険・損害保険）

家族を守る（相続対策、ローン対策）

企業を守る（決算対策、事業承継対策、

死亡・生存退職金対策）

■会員制医療クラブ

「ドクターオブドクターズ・クラブ」

先生、お困りの際は
いつでも日税グループへ�

＜調査・価格査定、相談無料＞

専門家集団が

総合的なコンサルティングにより

ベストソリューションを提供！

日税ジャーナル平成２４年・春号
（年４回１月・４月・７月・１０月発行）

日税グループの
ホームページ http : //www.nichizei.com/

１２ 平成２４年・春号


